
草
案
第
七
十
l
号
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iI)那

三
朝
町
消
防
賞
じ
ゆ
つ
金
条
例
の
f
部
改
正
に
つ
S
て
.

′

次
の
と
か
サ
1
三
朝
町
消
防
賞
じ
ゆ
つ
金
賞
机
の
l
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
'
地
方
自
治
法

(
昭
空
言
二
年
韓
希
望
ハ
十
七
号
)
爵
九
十
六
条
竺
項
の
･
規
定
に
ょ
ゎ
,
本
議
会
の
裁
決
を
求
め

る
○

嘘
和
四
十
六
年
九
月
二
十
日

.

　

　

　

　

三

犠

町

長

　

　

坂

　

　

出

　

　

雅

　

　

己

匹
和
E
]
空
八
年
九
月
廿
五
日
席
棄
可
決

三
朝
町
轟
合
議
を
牧
田
嶺

I



三
朝
町
条
例
煮
　
　
　
号

J
　
三
朝
町
消
防
井
じ
ゆ
つ
金
条
例
の
一
都
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
消
防
賞
じ
ゆ
つ
金
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
空
手
1
号
.
)
ノ
の
)
都
を
次
の
i
う
に

改
正
す
る
｡

第
二
集
中
　
r
当
然
災
厄
を
被
る
こ
と
を
予
断
で
居
る
に
拘
ら
ず
'
こ
れ
を
漕
み
る
こ
と
を
く
'
そ
の
職

務
を
連
帯
し
た
こ
と
に
基
づ
S
一
議
ハ
等
を
受
け
､
そ
の
た
め
に
死
亡
し
　
又
誓
ハ
･
鼻
廃
疾
と
な
っ
た
場
合

(

に
か
S
で
姓
､
)
を
r
t
身
の
危
険
を
顧
み
る
こ
と
貴
く
､
そ
の
職
軒
を
[
:
H
I
行
し
､
そ
の
た
め
死
亡
し

も
た
は
廃
疾
と
な
っ
た
頓
智
に
か
い
て
政
､
J
忙
改
め
る
P

東
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
0

第
三
条
　
賞
じ
ゆ
つ
金
の
種
類
及
び
金
額
は
'
次
の
各
号
の
と
･
h
少
と
す
る
｡

7
　
拷
我
者
賞
じ
ゆ
つ
金
は
､
I
C
)
0
万
円
以
上
　
三
O
O
万
札
以
下
と
し
､
功
労
の
穣
東
拓
上
っ
て

定
め
る
｡

き

･

⊥

　

.

A

　

　

　

久
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こ
　
簿
重
曹
叢
じ
ゆ
ウ
金
は
､
三
〇
〇
万
円
以
下
と
L
t
別
表
に
定
め
る
韓
膏
の
等
故
の
区
分
と
と
に

功
労
の
奄
生
に
よ
っ
て
定
め
る
｡

集
四
条
中
｢
解
任
｣
丘
｢
授
与
巷
れ
る
順
位
｣
打
r
　
｢
政
令
第
九
琴
戊
び
舘
九
条
の
二
茶
二
項
｣
を
｢

∫

非
常
勤
消
防
団
負
に
係
る
損
等
帯
状
の
基
準
を
定
め
る
政
令
　
(
再
利
二
十
叫
カ
;
直
毛
第
三
百
三
十
五
号
｡

以
下
政
令
と
L
う
｡
)
簸
九
条
及
び
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
｣
に
改
め
る
.

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
献
身
､
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

別

表

　

-

障
害
者
賞
じ
ゆ
つ
金
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考

1
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練
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の

等

級

比

､

政

令

別

襲

撃

一

に

軍

の

る

陸

等

の

等

級

に

よ

る
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1

を
1
味
事
の
等
級
及
び
金
額
の
決
産
に
つ
い
て
誓
政
令
聖
ハ
条
堅
嘉
か
ら
第
五
項
(
撃
二
項
集
l
考

ま
捻
-
)
ま
で
の
規
定
の
例
に
ょ
る
｡

1

肘
　
　
i
期

藍
の
集
例
壮
j
.
漣
轟
Q
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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